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「一般社団法人  飯能市学童クラブの会」 

        ってどんなとこ？ 

 

一般社団法人飯能市学童クラブの会 

代表理事 岩渕 昌司 

  

  就学児童が放課後や長期休暇の時、保護

者が安心して就労、介護、病気治療等継続し

て出来るよう、１９８０年、飯能市に最初の学童

保育(公設民営)が開所しました。その後順次

学童が増える中、安定した運営を行い、保護者

による会計の負担を軽減する為、統一運営組

織「飯能市学童クラブの会」が２００４年に発足

しました。 

 

 ２０１９年４月より法人化し「一般社団法人飯

能市学童クラブの会」となりましたが、以前から

の方針や方向性は変えずに、こどもたちのこと

を一番に考え、寄り添って保育にあたっていま

す。また、保護者の皆様方との信頼関係を大切

にし、学童が第２の家庭と思っていただけるよ

うな環境作りに努めております。 

  

 その現場を預かる職員もこどもたちの生活の

場を充実し、保護者の子育てを支援できるよう

に、日々の情報共有や保育実践の検討を通し

て互いに研鑽を重ね、研修に積極的に参加し

てスキルアップに努めています。 

 

 現在、４つの小学校の１０学童で、連携・協力

して運営しています。統一運営をするにあたっ

て、専従の事務職員を雇用していますので、保

護者の皆様方の会計業務の負担はありません。

また、運営に係わる会議も理事会で協議する

為、保護者の皆様方の運営会議に対する負担

もありません。この運営に関わる役員の理事・

社員には、現役の保護者・OB、保護者・OG 

保護者・職員が担っておりますが、直接役員に

意見・要望を伝える機会が少ないかと思います

ので、皆様の保護者会や役員会に理事が出向

きますのでお聞かせください。 

 また、役員になって運営に携わって頂ける方

がいらっしゃれば幸いです。 

 

 各学童に保護者会があります。最近は、対面

で行われる機会が増えてきました。オンラインに

慣れて多少の抵抗があるかもしれませんが、直

接会って話すことで、こどもたちの生活環境改

善のための話し合いにたくさんの提案が出たり、

個人的な悩み事や相談にも多くの時間を費や

すことができるようになりました。ぜひ参加して

みてください。 

 

 保育料に関しても、一人親家庭や兄弟で通う

児童を対象に減額措置を行っています。 

その他行事費や昼食作り費の一部負担などを

行っています。 

 

最後に、皆様方のご意見や要望を受ける窓口

を事務局と各学童に設けています。ご意見箱も

ありますので、必要の際はご利用ください。 
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ようこそ！学童へ 
 

こどもも仕事も大事だから 

学童保育は、昼間働いている保護者が安心し

て働き続けたい、こどもに安心で安全な放課後

を過ごしてほしいという思いから生まれました。 

 

働きながらの子育ては､喜びもたくさんある反

面､時には、いろいろな悩みや不安で心が揺れ

動くことがあります。慣れ親しんだ保育園・幼稚

園から、いきなり４月には「小学校」と「学童」と

いう新しい環境に飛び込んでいくわけですか

ら、こどもにとっても、保護者にとってもわから

ないことが多く、慣れない生活に戸惑うことも

あると思います。 

 

学童保育は働きながら子育てをする保護者の

集まりです。年に数回行われる保護者会で先

輩保護者と子育ての悩みを語り合ったり、こど

もたちとの行事を企画し楽しんだり、保護者に

とってもほっと一息つける、安心できるような学

童でありたいと思っています。 

 

はじめまして！はじめはみんなドキドキ 

初めて登所してくる子は、場所にも人にも慣れ

ていない状態です。指導員は学童での生活の

ルールを伝えますが、できるだけこどもたちが

緊張しないで生活ができるように声をかけた

り、見守ったりしています。 

 

１年生から６年生まで通う学童では異年齢のこ

どもたちの関係も生まれます。 

１年生にとって上級生は憧れの存在にもなりま

すが、少し怖い存在になるときもあります。 

上級生にとっても、１年生とどのように接してい

いか、１年生が何をしたいのか、わからないとこ

ろからのスタートになります。すっかりお兄さん

お姉さんになった上級生も実は、結構ドキドキ

しながら 1年生を迎えているのです。 

 

 

トラブルも育ちの種 

お互いに探りながら関わり合うのでトラブルに

なることもあります。その時は指導員が間に入

り、お互いの気持ちを聞き取ったり、相手に伝

えたりして、つながりをつくるように対応します。

うまくいったり、いかなかったり、こども集団の

中で様々なできごとを経験しながら、こどもたち

は成長していきます。 

「いろいろあっても大丈夫」そんなふうに思える

ようにこどもたちの生活をつくっていきます。 

 

こどもたちの様子は、お迎えのときやおたよりで

お伝えしています。もし、こどもが「学童に行き

たくない…」なんてこぼしたら、そのときにはご

遠慮なく指導員にご相談ください。 

 

一緒につくっていく学童の生活 

指導員は今後６年間保護者の皆さんを支えて

いくことはもちろんですが、一緒に子育てを考

えていく仲間になりたいと思っています。学校

の事、子育ての事、なんでも気軽に伝えてくだ

さい。トラブルがあってもお互いに責め合うので

はなく、一緒にどう解決していくか考えていきま

しょう。 

 

年々学童保育のニーズは高まっており、理解も

進んでいます。つくり始めたころから比べたら、

現在は制度も充実してきています。それでもま

だ、整備が追い付かずに、こどもたちの生活で

不便を感じることもあるかと思います。そういっ

たこともご遠慮なく伝えていただきたいと思っ

ています。一緒に力を合わせて学童の生活をよ

り充実したものになるようにしていきましょう。

2014 年制度改正により、それまでの「指導員」という呼び名

が「放課後児童支援員（略：支援員）に変わりました。 

したがって原則は「支援員」と表記すべきところですが、この

しおりでは長年使われてきた「指導員」を使用しています。 

（こどもたちもまだまだ「しどういーん！」と呼ぶことが多いです） 

このしおりの中では「指導員」＝「支援員」です。 
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学童クラブでの生活 

 

 

学校がある放課後  

 

 

下校                                                       19：00 

 

 

学校休業日･･･毎週土曜日・夏休み・冬休み・春休み・県民の日・開校記念日など 
 

 

 

7：30                                                       19：00 

ただいま！ 

おかえり！ 

声をかけて 

様子を確認 

外や室内で 

自由に遊ぶ 

宿題をやる子

もいます 

おやつ♪ 

手作りおやつ 

もあります 

お迎えを 

待ちながら 

自由に遊ぶ 

さようなら 

また明日！ 

おはよう！ 

声をかけて 

迎えます 

自由に遊ぶ 

宿題をやったり 

遠足に行くことも

あります 

お昼♪ 

お昼づくり 

の日も 

あります 

また 

明日！ 
おやつ 

お昼寝 

読書など 

休憩 

お迎えを 

待ちながら 

自由に遊ぶ 

 学童クラブと遊び 
 

学童クラブは児童福祉法で定められた事業、「放課後児童健全育成事業」を行います。放課後児童健全育成事業は現在、

条例で定める「設備及び運営に関する基準」や「放課後児童クラブ運営指針」にもとづき運営されています。 

その運営指針の中で、事業の目的として、「適切な遊び及び生活の場を与え、こどもの状況や発達段階を踏まえながら、 

その健全な育成を図る」とされており、遊びはこどもにとって不可欠なものとして位置づけられています。 

遊びは、こどもにとって最も自主的な活動です。こどもは楽しく遊ぶために、遊びの中で他のこどもの諸能力を読み、自他

の特長をいかしたり、演技をしたり、とあらゆる工夫をします。児童期のこどもの社会性は、遊びにおいて最も発揮されま

す。また、こどもの身体能力や心的能力も遊びにおいて最大限に発揮されるのです。 

ですから、学童クラブでは生活の中心に「遊び」があるのです。 

指導員はこどもが主体的に遊びに取り組めるように日々関わっています。 
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保護者会 
…働きながら子育てをする仲間 

 

保護者会は、こどもが安全で豊かな学童の生

活を過ごすために保護者が集う場所です。 

近年保護者会のない学童もありますが、クラブ

の会では保護者会があり、年に数回・夜に保育

の伝え合いや行事の企画会議を行っています。 

 

日々、お迎えの時やおたよりでこどもの様子を

お伝えしますが、保護者会ではより広くこども

の様子や生活を知ることができます。保護者会

でこどもたちの生活を聞いたり話したりするう

ちに、だんだん顔見知りが増えていきます。 

こどもを通して保護者同士がつながっていくこ

ともあるでしょう。新しい環境に飛び込むことは、

こどもも保護者も緊張するものです。保護者会

に集まった保護者は「仕事をしながら子育てを

する仲間」です。慣れるまではゆっくりでもかま

いません。保護者会で子育ての悩みや喜びを

語り合いましょう。 

 

また、保護者会では、保護者の皆さんと共にこ

どもたちが喜ぶ行事を企画します。こどもたち

の過ごす施設、環境の改善に向けて話し合うこ

ともあります。こどもたちが安全に、そして安心

して過ごせるように環境の改善に向けて、一人

ひとりの声を束にして市へ働きかけることもあ

ります。我が子が毎日過ごす学童がより良くな

るようにするための第一歩が、こどもたちの

日々の生活を知ること、学童保育のことを知る

ことなのです。 

 

「ここのところ忙しくて大変だったけど、保護者

会に来てよかった」…そんなふうに思ってもらえ

るように、こどもたちと共に楽しみながら、保護

者会をつくっていきましょう。 

 

｢日本の学童ほいく｣について 

 

飯能市学童クラブの会では、月刊誌「日本の学

童ほいく」を全家庭へお届けしています。 

 

「日本の学童ほいく」はこんな雑誌です。 

 

・働きながらの子育てに役立つ雑誌です 

・指導員の実践（生活づくり）に役立つ雑誌です 

・保護者と指導員の共感をつくるのに役立つ 

雑誌です 

・学童保育をよくする活動をすすめるのに役立つ

雑誌です 

・読者である保護者・指導員が自らつくっている

雑誌です 

・全国連協※の機関紙で、日本で唯一の学童保

育専門月刊誌です 

※全国連協･･･全国学童保育連絡協議会 

 

「指導員が読むものでは？」とおっしゃる方もい

ますが、保護者の皆さんも学童保育では主人

公のひとりですから、この冊子で学童保育のこ

とを知ってほしい…そんな思いでお届けしてい

ます。様々な地域の学童の様子や子育て家庭

に役立つ読み物、クイズコーナーやこどもたち

のイラストなどの投稿や“学童あるある”の４コ

ママンガまで幅広く掲載しています。 
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入所にあたって 

 

指導員勤務時間 

 

通常時 10：00～19：00 

一日保育時 7：30～19：00 

 

開所時間 
 

通常保育 
月曜日～金曜日 

下校時～19：00 

特別保育 

毎週土曜日・春・夏・冬休み 

県民の日 (１１月１４日)・開校記念日 

学校行事による振替休業日 

7：30～19：00 

 

休所日 

 

・日曜日・祝日 

・８月１４日・８月１５日 

・年末年始（１２月２９日～１月３日） 

 

 

入所手続き 
◆入所までの流れ 

 

12/13(土) 入所説明会 

入所申込書類 配布開始 

１/８（木）～1/3１(土) 

  入所申込書類 申込期間 

 

＊申込期間以降も随時受付 

４/１（水） 入所・利用開始 

 

◆書類の配布・提出場所 

・・・利用予定の学童クラブ（住所による） 

 

 

 

◆提出書類 

① 入所申請書 

② 就労証明書 

③ 児童調査書 

④ 自動払込利用申込書 

＊ 上記の他、必要な場合 

  …減額申請書、住民票、送迎依頼書など 

 

◆おねがいと諸注意 

① 新しく入所するこどもの受け入れは原則と

して４月１日からとなります。 

３月末日までは保育園・幼稚園をご利用く

ださい。 

② 障がいのある子、アレルギー等特別な配慮

が必要な子は、入所前に各学童クラブの指

導員にご相談ください。 

③ 保育中のケガや事故等に備え、学童保育事

業保険（傷害・賠償責任）に加入します。 

 入所申請書の加入の同意欄にご署名をお

願いします。 

 

保育料の支払い方法 

◆ ゆうちょ銀行からの自動口座振替です。 

◆ 口座振替日は毎月５日です。 

（５日が土日祝日の場合は翌営業日） 

再振替は１５日です。 

◆ 振替手数料が 10円かかります。 

◆ 保育料の徴収時期は次ページのとおりです。 

◆ 入所時・春夏冬休み後・新年度の他、特別保

育料が加算される月については通知書で金

額をお知らせします。 

 

 

学童を初めて利用するご家庭は 

１/24(土)、1/31（土）に受付します 
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保育料・入所金 

 

入所金 10,000円 

保育料 

区分 

学年 

金額（月額） 

共働き 一人親 兄弟上 一人親兄弟上 

1～3年 11,000円 7,500円 7,000円 4,000円 

4年 7,500円 6,500円 6,500円 4,000円 

5年 7,000円 6,000円 6,000円 4,000円 

6年 6,500円 5,000円 5,500円 4,000円 

兄弟が同時に３人以上在籍する場合の兄弟上３人目～  1,000円 

生活保護受給世帯                             0円 

特 別 

保育料 

特別保育時（朝 7：30 からの一日保育） 1日あたり 100円 

延長保育料（午後 7時以降お迎えの場合） 15分あたり 500円 

 ※兄弟上 ･･･兄弟が 2人以上在籍する場合は、一番下の子以外が対象となります。 

  【例】共働き・3人在籍 → 6年生 1,000円 4年生 6,500円 1年生 11,000円 

 ※保育料には、おやつ代・教材費等が含まれています。 

 ※上記の他、各学童クラブで定める保護者会費やお昼代があります。金額や徴収方法は 

各学童クラブでご確認をお願いします。 

 

 

保育料の徴収時期 

口座振替日 ４月５日 ５月５日 ６月５日 ７月５日 ８月５日 ９月５日 

保育料 ４月分 ５月分 ６月分 ７月分 ８月分 ９月分 

特
別 

保
育
料 

土曜日 

学校休業日 
２月分 ３月分 ４月分 ５月分 ６月分 ７月分 

長期休業分  春休み     

入所金 〇      

 

口座振替日 １０月５日 １１月５日 １２月５日 １月５日 ２月５日 ３月５日 

保育料 １０月分 １１月分 １２月分 １月分 ２月分 ３月分 

特
別 

保
育
料 

土曜日 

学校休業日 
８月分 ９月分 １０月分 １１月分 １２月分 １月分 

長期休業分 夏休み    冬休み  

入所金       
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＊学童に関すること＊ 

 

着替え・持ち物 

保育中に汗をかいたり、汚れたりすることもあ

ります。着替えをご用意ください。 

着替えや持ち物にはお名前を記入してください。 

 

学童をお休みするとき 

学童クラブをお休みするときは、学童・学校の

両方に連絡をしてください。 

 

こどもの送迎 

お迎えは、原則保護者が行ってください。 

こどもだけの帰宅は認めていません。 

保育時間内（午後７時まで）にお迎えに来てくだ

さい。 

 

送迎がいつもと異なるとき 

お迎えに行く人がいつもと異なるときは、指導

員にその旨ご一報ください。 

定期的に外部の方にお迎えを依頼する場合に

は、送迎依頼確認書を提出してください。 

 

さくら dayｓ（アプリ） 

登降室管理、連絡ツールとして「さくらｄａｙｓ」

を利用しています。 

アプリの登録や送迎時の打刻をお願いします。 

 

駐車場の利用時 

駐車場を利用する際は、一般の通行車両に迷惑

をかけないようにお願いします。 

 

お弁当・昼食 

一日保育や給食の無い日は、原則としてお弁当

を持たせてください。 

学童でお昼を用意する場合は、事前にお知らせ

します。 

 

  

 

書類の提出 

書類の提出期限は守ってください。 

特に出欠席に関する書類は、指導員の配置の都

合上、提出期限内にご提出をお願いします。 

土曜日保育の申込みは前月の 15 日までとなり

ます。（15日が休日の場合は前後します） 

 

 

＊学校に関すること＊ 

 

学校への連絡 

学校に提出する家庭調査表に「学童クラブに通

う」ことを記入してください。 

 

学童をお休みするとき 

学童クラブを休む場合は、学校へ学校の連絡帳

に記入して伝えてください。 

一斉下校の時は班長さんにも伝えてください。 

お休みの連絡がなく、学童に登所しなかったと

きは、安全確認のため保護者に連絡をすること

があります。 

 

入学当初のお迎え 

１年生は、入学後しばらくの間、学童クラブから

指導員が学校へお迎えに行きます。 
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緊急時（地震・風水害）における学童クラブの対応  

 

１、緊急時について 
緊急時とは災害や、大地震発生時、不審者等による事件が学童クラブ及び地域で発生した時です。 

緊急時の対応地域は飯能市全域です。 

２、連絡方法について 
緊急時の対応については可能な限り、メール・電話でご連絡いたします。 

停電等でライフラインが機能していない場合は、施設への掲示等の対応をする場合があります。 

３、学童クラブの対応及び児童の登所について 
緊急時は、保護者または代理人（以下「保護者等」という）の送迎をお願いします。 

緊急時の対応は学校によって異なる場合があります。学童クラブでは下表のとおりとなります。 

 

A 小学校へ登校後 

小学校の対応 学童クラブの対応 

一斉下校 10時 00分から開所しています。下校時より保育します。 

保護者の引取りによる下校 閉所します。 

 

B 小学校への登校前 

小学校の対応 学童クラブの対応 

登校時間の変更 

前日までに分かっていて指導員対応ができる場合は、午前７時30分

より開所します。 

小学校の登校時間に合わせて児童をクラブから学校へ送り出します。 

 

C 小学校が休業になる場合（休校、長期休業等）  

状況 学童クラブの対応 

大雪、暴風等の 

気象警報発令時 

指導員が出勤でき、安全に保育ができる場合は、別途連絡の上開所

します。 

交通機関の運行遅延等、クラブ開所に障害が生じている場合があり

ます。登所前に学童クラブの状況を確認してください。 

大地震発生時 安全が確認できるまで閉所します。 

特別警報発令時 

（重大事案発生時） 
安全が確認できるまで閉所します。 
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D 学童クラブへ登所後 

状況 学童クラブの対応 

大地震発生時 
保護者の速やかな引き取りによる帰宅となります。 

状況により、各地域の避難所（小学校）に避難します。 

特別警報発令時 
速やかに命を守る行動を取ります。状況により各クラブに留め置き、 

安全確認後に各地域の避難所に避難します。 

不審者による事件発生時 状況により、学校・公共施設等へ避難します。 

 

＊市内にて大規模災害が発生した場合は、こどもの安全を確保するために、基本的に地区の小学校へ

避難します。保護者の方は避難先にてこどもの引き取りをお願いします。 

 

４、地震等災害発生時の避難場所、こどもの引き渡し方法について 
災害発生時、指導員が避難誘導にあたり、避難場所にて保護者のお迎えを待ちます。 

指定の場所へ直接お迎えに来てください。 

防犯上の理由により、緊急時の引き取り順位の記載のある方のみへこどもを引き渡します。 

※保護者との連絡で直接確認が取れた場合のみ、例外とします。 

引取りの際、指導員によるお顔の確認が不可能な方の場合、身分証明書等によるご本人確認を 

させていただきます。 

引渡しは名簿確認の上行いますので、お迎えの時、指導員に必ず声をかけてください。 

 

 

避難場所一覧  第一避難場所にいない場合は第二避難場所にお回りください 

第一 

避難 

場所 

飯一小どろんこクラブ 

飯能第一小学校 
飯一小あおぞらクラブ 

飯一小にじいろクラブ 

飯一小おひさまクラブ 

双柳たけの子クラブ 

双柳小学校 双柳きのこクラブ 

双柳どんぐりクラブ 

原市場かたくりクラブ 
原市場小学校 

原市場かたくりクラブ第２ 

南高麗たぶっこクラブ 南高麗地区行政センター 

第二避難場所 各学童クラブ（安全確認後） 
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学級・学年・学校閉鎖時における学童クラブの対応  

 

季節性インフルエンザ等による学級・学年・学校閉鎖 
インフルエンザ等（第 5類感染症）による学級閉鎖等の場合、発症していないこどもについて、原則午前

7時 30分からの受け入れをします。 

一日保育料（100円）がかかります。 

 

受入体制が整わない場合 
指導員の体制確保ができず受け入れができない場合もあります。 

その際はすみやかに保護者へ対応について連絡します。 

 

未知の病原体等による感染症流行の場合 
未知の病原体等による感染症流行での学級閉鎖等の場合は、学校や行政と連携を取り、その都度受け

入れの判断をいたします。 

その際は速やかに保護者へ対応について連絡ます。 
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MEMO 



 

 

提出書類  児童１人につき 1～５までの 1 セットが必要です 

１．入所申請書 

２．就労証明書（父母各１枚） 

兄弟が入所する場合には就労証明書は父母各１部の提出で結構です。 

飯能市保育所用就労証明書での代替は行いません。必ずクラブの会様式でのご提出をお願いします。 

３．児童調査書（両面記入） 

４．自動払込利用申込書（初回保育料引き落としは４月５日です） 

郵便局の「自動払込利用申込書」は訂正する場合、二重線を引き訂正印（届出印）を押すか、新たに

書き直してください。修正液・修正テープは使えません。 

書類の提出が期限を過ぎた場合、４月の保育料の引落しができない場合があります。 

５．その他の書類(保育料減額申請書・申立書) 

「減額申請書」一人親家庭の場合は住民票を添付してください。 

兄弟減額の申請の場合には、対象になる上の子ども１人につき１枚提出してください。 

(住民票は不要) 

「申立書」就学中、疾病、心身障害、看護付添、求職中の場合に記入し、提出してください。 

 尚、求職中の場合の「申立書」は３ヶ月を期限とし、継続する場合には再提出していただきます。 

【注意事項】 

① 書類提出後に不備があると差し戻しをする場合があります。 

特に就労証明書はお勤めの会社に書いていただくため、時間がかかります。期限に間に合わな

ければ、就労証明書以外の入所書類を期限内に提出し、就労証明書は別途提出してください。 

② 途中入所も可能です。入所を希望する月の前月１日までに必要書類の提出をお願いします。 

【書類提出方法】 

書類は各学童クラブにご提出ください。 

下記以外平日にも受け付けますが、その場で記載事項を確認しますので、下記の日程でご協力ください。

尚、平日に各学童に提出する場合には、保育時間を避けて午前中にお願いします。 

午前中、職員は会議や研修で留守になる場合があります。事前に電話等でご確認の上お越しください。 

学童の見学を希望する場合は、事前に各学童クラブへ連絡して、日程調整の上お越しください。 

 

提出日時･･･１月 24 日（土）・1 月 31 日（土） 10 時 ～ 17 時 

最終締め切り･･･1月31日（土） 



（保護者→学童クラブ→事務局→ＪＣ）
※太線の枠内を記入してください。

※
の

〒

（フリガナ）

ゆうちょ銀行ご指定の場合は自動払込み規定が適用されます。

１，口座記号番号相違 ４，口座なし
２，氏名相違 ５，その他（　　　　　　　　）
３，印鑑相違

〔返送先：事務局〕

自動払込申込書に不備がありましたら、該当箇所に○をつけ、当校へ
ご返送ください。

〒357-0021　　　飯能市双柳353-172

　　　　　　　　　　　　一般社団法人飯能市学童クラブの会

払 込 開 始 年 月           　　年　　　月　

払 込 日 　　５日　（再）　１５日　（土・日・祝日の場合は翌営業日）

住　　　所 

電話番号
届
出
印

氏 名

児
　
童

　　 　　　　年

（フリガナ）

氏 名

払 込 先
加 入 者 名

一般社団法人
飯能市学童クラブの会

払 込 先 口 座 番 号 １０３００－８３４８８９４１

口
座
名
義
人

総合口座

記号　(6桁目がある場合は「の欄」にご記入ください） 番号（右づめでご記入ください）

1

自動払込利用申込書（　収　・　加　）

ゆうちょ銀行　御中

0

私は、学童クラブ保育料を下記の総合口座から自動払込の方法によって支払うこととしたい
ので、依頼します。

種目コード １６６
契約
種別
コード

３０
料 金 等 の
種　　　　類

学 童 ク ラ ブ
保 育 料

0 3 0                   1   2   3  4  5   6   1
357-0021

飯能市双柳353-172 トラスティウッド101

042-972-8490

ハンノウ タロウ

飯 能 太 郎

飯 能 緑

ハンノウ ミドリ

１

飯

能

記載例

太線枠内を記入して下さい。

・通帳に記載された住所を記入します。

・記号欄の「の」の下には6桁目がある

場合にだけ記入し、ない場合は空欄

とします。

・番号は右づめで記入します。

・印鑑は枠に重ならないように

押して下さい。

・印鑑を押しなおすときは、印影が

重ならないように押して下さい。

・修正テープは使わず、契約印で

訂正するか、書き直して下さい。
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